








補足事項 
 
========公示抜粋==================================================== 
２ 参加資格、選定基準及び評価基準 

 （１）技術提案書の提出者に要求される資格 

   ① 記３（４）の提出期限において、文部科学省における「一般競争参加者の資格」

（平成１３年１月６日文部科学大臣決定）第３章第３２条で定める競争参加資格に

ついて、平成３１、３２年度設計・コンサルティング業務のうち「建築関係設計・

施工管理業務」及び「建築設備関係設計・施工管理業務」の認定を受けている者 で

あること。（会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続開始の申立

てがなされている者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続

き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資

格の再認定を受けていること。）。 

 

 

上記「平成３１、３２年度設計・コンサルティング業務のうち「建築関係設計・施工

管理業務」及び「建築設備関係設計・施工管理業務」の認定を受けている者」とは、参

加表明書を提出する時点において、有資格業者登録申請を行っている者を含む。 

 この場合は、現在申請を行っている旨を参加表明書に記入すること。また、技術提案

書の提出期限の日において競争参加資格の認定を受けているものとし、「競争参加資格

認定通知書」の写しをＦＡＸまたは郵送にて送付すること。 


